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「外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針」 

の運用に関するガイドライン 

 

令和８年４月 28 日策定 

文部科学省高等教育局 

 参事官（国際担当）  

 

文部科学省では、多様で優秀な外国人留学生 （注１）の戦略的受入れを推進する

とともに、留学生制度全体の信頼・信用を維持するため、大学等 （注２）に対して

外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等を要請している。 

また、「外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指

針」（令和６年４月 26日文部科学大臣決定）に基づき、外国人留学生の在籍管

理が適正に行われない大学等に対する指導を実施している。 

 

今般、当該指導指針に基づき、適切な受入れ及び在籍管理の徹底を行うため

に実施すべき最低限の留意事項を示すものとして本ガイドラインを策定し、外

国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等の判断や改善指導の実施等

において活用することとする。なお、外国人留学生の受入れを行う各大学等に

おいては、正規生又は非正規生（別科生、研究生、聴講生、科目等履修生等）

のいずれの身分で受け入れるかに関わらず、本ガイドラインに示す事項に留意

する必要がある。 

 

（注１）本ガイドラインにおける 「外国人留学生」の定義 ：出入国管理及び難民認定法（昭和

26 年政令第 319号）別表第１に定める「留学」の在留資格を有する者 

（注２）本ガイドラインにおける「大学等」の定義：学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）

第 1条に規定する大学及び高等専門学校 

 

 

１．外国人留学生の「受入れ」において実施すべき最低限の留意事項 

（１） 入学者選抜における留意事項 

① 入学志願者の能力・意欲・適性等の適切な判定 

入学者選抜においては、入学志願者が真に修学を目的とし、その目的

を達するための十分な能力・意欲・適性等を有しているかについて、各

大学等のアドミッション・ポリシーに基づき適切に判定すること。 

能力・意欲・適性等の確認にあたっては、書類選考に加えて、必要に

応じて独自の筆記・面接試験等（オンラインによる実施も含む）による

実質を伴う確認を通じて合否判定を行うこと。特に、１．（１）②に示す
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とおり、日本語など必要な能力については十分な確認を行うこと。 

 

② 日本語など必要な能力（注３）の基準の明確化及び適正な水準の維持 

日本語など必要な能力の基準を募集要項等において明確化し、適正な

水準を維持すること。 

なお、日本語で授業を行う場合、 「日本語教育の参照枠」（令和３年 10

月 12日文化審議会国語分科会） （以下、「日本語教育の参照枠」という。）

において、高度に自立して日本語を理解し使用することができる水準と

されているＢ２以上が目安であることに留意すること。 

  

（注３）本ガイドラインにおける「日本語など必要な能力」の定義：日本語で授業を行

う場合は、入学志願者が入学を希望する課程での修学において必要な日本語

能力。日本語以外の言語で授業を行う場合には、当該言語能力。 

  

（参考） 

 書類選考において日本語など必要な能力を確認するための書類とし

ては、試験機関や認定日本語教育機関が発行する客観的な証明書の

提出を求めることが推奨される。 

 

 日本語能力の確認にあたっては、特に、認定日本語教育機関以外の日

本語教育機関によるＢ２相当以上を有する旨の証明書を提出する入

学志願者や、告示日本語教育機関による６００時間以上の授業を受

けた旨の証明書を提出する入学志願者等については、書類選考に加

えて、筆記・面接試験等 （オンラインによる実施も含む）による実質

を伴う確認を行うことが推奨される。 

 

 客観的な証明書の提出による確認だけでは不十分と考えられる場合

（例えば、日本語能力の試験成績においてＢ１と参考表示された入

学志願者等）においては、書類選考に加えて、筆記・面接試験等 （オ

ンラインによる実施も含む）による実質を伴う確認を行うことが必

要である。 

 

③ 入学者選抜の公平性・公正性の確保 

 合理的な理由なく年齢に応じた配点を設定して合否判定を行うことや、

本来出願資格として確認するべき「学歴」や在留資格を判断する際に活

用するべき「経費支弁能力」について、それらの有無を判断することを

超えて、最終学歴及び経費支弁能力の多寡に応じた配点を設定し、採点
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することは不適切であることに留意すること。 

 

 

（２） 入学許可を行うにあたっての留意事項 

① 経費支弁能力の確認 

外国人留学生に対する入学許可を行う日までに、入学希望者から経費

の支弁能力を証する各種書類の提出を受けることや、入学希望者への面

接実施等により、「学費」 （注４）のみならず「生活費」を含めた「在留する

ために必要な一切の経費の支弁能力」を有することを確認すること。た

だし、１． （１）③に示す通り、入学者選抜において、経費支弁能力の多

寡に応じた配点を設定し、採点することは不適切であることに留意する

こと。 

なお、「留学」の在留資格で入学する者については、外国人留学生選抜

によらず一般選抜により受験する場合であっても、同様に経費支弁能力

を確認すること。 

 

（注４） 「学費」については、授業料や実験実習料、施設設備資金等のみならず、入学

金も含めた入学及び修学に必要なすべての経費の支弁能力を確認すること。 

 

 （参考） 

 「経費支弁能力」の確認にあたっては、例えば、各国政府・中央銀行

等において認められた銀行の口座の残高証明書や公的機関の発行し

た年間の収入証明等の提出を受けることが考えられる。 

 

 日本に在留するために必要な生活費については、例えば、日本学生支

援機構が隔年で実施している『私費外国人留学生生活実態調査』等の

情報を参照のこと。 

 

② 前籍校が日本語教育機関等である場合の出席率の確認 

日本国内の日本語教育機関等に在籍する入学志願者（すでに「留学」

の在留資格を有する者）について、当該機関における出席率が合理的な

理由なく低い場合には、入学後に行う在留期間更新許可申請において、

出入国在留管理庁による審査の結果として在留期間更新不許可となる蓋

然性が高いため、入学許可にあたっては入学志願者の出席率を十分に確

認すること。 
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（参考） 

 例えば、日本語教育機関等から出席率に関する証明書を入手するな

どして、当該機関における出席率（合理的な理由がない場合、８割以

上を目安とする。ただし、推薦入試等を実施しており、大学等として

より高い出席率を求めている場合は当該出席率とする。）を確認する

ことが考えられる。 

 

 

（３） 適切な定員管理、教育体制の整備等にかかる留意事項 

① 収容定員に基づいた適切な受入れと定員管理 

外国人留学生の受入れ数については、大学設置基準等において「在学

する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする」と定めら

れていることを踏まえ、充実した教育指導及び外国人留学生を含んだ適

切な定員管理を確保する観点から、過大な数とならないよう留意するこ

と。 

 

② 十分な教育環境の確保と安易な受入れの防止 

教職員組織（学部の種類及び規模に応じて定める専任教員数を含む）、

校地・校舎面積、授業の方法、施設設備等については、大学設置基準等

を踏まえて教育にふさわしい環境を確保すること。また、十分な教育・

生活指導体制が整備されていないにもかかわらず、学生数を確保するた

めに安易に外国人留学生を受け入れないよう留意すること。 

 

 

２．外国人留学生の「在籍」にあたって実施すべき最低限の留意事項 

（１） 日本語など必要な能力の習得支援にかかる留意事項 

① 語学講座や補講の実施等による語学能力の習得支援 

日本語など必要な能力の基準を踏まえて、当該能力の習得支援が必要

と考えられる外国人留学生（例えば、日本語で授業を行う場合に、試験

機関や認定日本語教育機関が発行する日本語能力（日本語教育の参照枠

におけるＢ２以上）の客観的な証明書を有していない者や、専門分野に

おける高度な教育研究を実践する際に不安を感じる者等）に対しては、

語学講座や補講の実施等による十分な語学能力の習得支援を行うこと。 

 

（参考） 

 例えば、日本語能力（Ｂ２以上）の客観的な証明書を有していない者
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等を日本語能力の習得支援の対象とするほか、大学等において入学

後に実施する日本語能力に関する独自の試験やプレイスメントテス

ト等の結果を踏まえて対象者を判別することが考えられる。 

 

 語学講座や補講を大学等の制度として設けている場合でも、語学能

力の習得支援が必要と考えられる外国人留学生の出席率が極めて低

いという実態が生じないように、例えば、習得支援が必要と考えられ

る者については、語学講座や補講の受講を進級要件等に含めるなど

して必須とするなど、制度の実効性を高めることが望まれる。 

 

 

（２） 学修・生活支援や心身の健康管理等を含む支援にかかる留意事項 

① 学修、生活等に関する支援と必要な体制整備 

外国人留学生の入学後には、学修、生活、課外活動、進路選択及び心

身の健康管理等に関する指導及び支援を十分に実施すること。また、各

外国人留学生の受入れ担当教員や、事務職員等を適切に配置し、実質を

伴う支援が可能となるよう体制を整備すること。なお、外国人留学生と

の面談等を実施した場合には、指導及び支援の継続性の確保や面談等の

実効性向上の観点から、記録を適切に残すこと。 

 

② 実質を伴う学修支援の実施 

学修支援については、各大学において取得単位数や学業成績、授業へ

の出席率等をもとに支援が必要な者を判別するための基準を定めた上で、

基準に該当する学生を的確に把握し、関係教職員間における連携を強化

しながら、面談やその後のフォローアップの実施等による実質を伴う支

援を実施すること。 

 

③ 改善の見込みのない長期欠席者や成績不良者への対応 

長期欠席者や学業成績が不良の者に対する連絡や指導を徹底した上で、

改善の見込みのない場合には、留学生本人と退学について協議するほか、

必要に応じて休学等の選択肢を示して一時的な帰国を促すなど、当該留

学生の状況を踏まえた適切な対応を行うこと。 

 

（参考） 

 特に履修指導を行う際には、教員と対等の立場で学生の学修者本位

の学びを支えるアカデミック・アドバイザー等の教職員や専門的な

教育を受けた留学生アドバイザーを配置することが推奨される。 
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（３） 資格外活動の的確な把握にかかる留意事項 

① 資格外活動許可の要件等の周知 

外国人留学生向けのオリエンテーション等を通じて、資格外活動許可

の要件（包括許可では、１週について 28 時間以内（教育機関が学則で定

める長期休業期間にあっては、１日について８時間以内）の収入を伴う

事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が許可される。）等を十分に周

知すること。 

  

② 資格外活動の状況の的確な把握 

各授業科目について、授業時間のほか、授業時間外の学修（事前学修

及び事後学修）も含めて、1 単位当たり標準 45 時間の学修を必要とする

ことを前提とし、資格外活動の実施によって学修活動の遂行に支障が生

じることがないよう、各大学等においては、各外国人留学生の資格外活

動の状況を的確に把握するように留意すること。 

 

 （参考） 

 資格外活動の状況の的確な把握にあたっては、各外国人留学生につ

いて、例えば、資格外活動の許可の有無、資格外活動を行う本邦の公

私の機関の名称、資格外活動の具体的内容、資格外活動時間等を把握

するとともに、資格外活動の状況に変更が生じた場合には、各大学等

の担当窓口に遅滞なく届け出るように外国人留学生に対して周知す

ることが考えられる。 

 

 資格外活動の実施状況（曜日や時間帯等）を踏まえると、学修活動の

遂行に支障がある可能性が高いと判断される外国人留学生に対して

は、関係教職員が連携して適切な指導を実施することが考えられる。 

 

 

（４） 所在不明となった者への対応に関する留意事項 

① 文部科学省に対する所在不明者の適切な報告 

関係教職員間における連携を強化しながら、受け入れた外国人留学生

の授業への出席状況や研究指導の実施状況等を適確に把握するとともに、

在留資格に応じた活動を確認した最後の日の翌日から１か月を経過した

時点まで、大学等が当該留学生と直接連絡を取ることができない状態が

継続している場合 （ただし、長期休業期間中については１か月ではなく、

各大学等において外国人留学生に連絡を取る頻度に準じる）には、当該
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留学生については所在不明である者として、文部科学省への定期報告に

おいて適切に報告を行うこと。 

 

 

３．外国人留学生の「在籍終了」にあたって実施すべき最低限の留意事項 

（１） 退学者及び除籍者への対応に関する留意事項 

① 帰国や進学・就職の指導等の実施 

退学等の処分を行う際は、当該学生が不法滞在にならないよう、大学

等が責任を持ってその後の帰国や進学・就職の指導等を行うこと。指導

等にあたっては、「留学生の卒業後等における教育機関の取組の考え方に

ついて」（平成２７年１月策定、出入国在留管理庁）に留意すること。 

  

② 出入国在留管理庁に対する適切な届出 

 出入国在留管理庁では、 「留学生の卒業後等における教育機関の取組の

考え方について」において、 「卒業や退学等によって留学生の受入れを終

了した場合は、出入国管理及び難民認定法（ 以下「入管法」という。）

第１９条の１７に基づき届け出るよう努めること。」と定めていること

や、 「受け入れた留学生の在留資格に応じた活動を確認した最後の日の翌

日から３か月を経過した時点で当該留学生が所在不明となっているとき

は、退学又は除籍等によって受入れを終了し、入管法第１９条の１７に

基づき届け出るよう努めること。」と定めていることを踏まえ、出入国在

留管理庁に対して適切に届出を行うこと。 

 

 


